 (
その
2(
更正により収入超過者・高額所得者の階層の異動がない場合
)
)別記様式第30号(第24条関係)

	
市公営住宅収入超過者(高額所得者)収入認定更正通知書　　　　　　　　　　
先に申出がありました意見に基づき世帯の所得､世帯構成等を調査したところ、新たにあなたの収入
 (
収入超過者
高額所得者
)を次のとおり認定しましたが　　　　　　としての
認定に変更はありません。
また、新たに認定した収入に基づき、　　　　年度(　　　　年　　月から)のあなたの毎月の家賃は、先の決定と同様の収入階層のため、次のとおりとなりますので、併せてお知らせします。
 (
収入超過者
高額所得者
)あなたは　　　　　　として認定されましたの
 (
住宅の家賃以下
住宅の家賃
)で､家賃は近傍同種の　　　　　　　　で定められ
ております。

1　収入認定額等

	収入認定額

	円

	

	Ａ　認定年間所得合計額
	円

	Ｂ　控除額の合計
	円

	Ｃ　控除後の所得(Ａ－Ｂ)
	円

	認定収入月額(Ｃ÷12)
	円

	2　収入認定の内訳

	入居者・同居人氏名
	認定年間
所得額
	控除金額

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	別居扶養親族数　人
	
	






家賃は、あなたの収入と居住している住宅の状況に応じて、近傍同種の住宅の家賃以下で定められています。
3　　　　　年度の家賃の額
	年度の家賃の月額

	円

	収入階層
	

	

	4　住宅の表示

	住宅名
	

	所在地
	

	

	5　　　　　年度の収入階層

	収入階層
	収入の範囲

	Ⅰ
	～

	Ⅱ
	～

	Ⅲ
	～

	Ⅳ
	～

	Ⅴ
	～

	Ⅵ
	～

	Ⅶ
	～

	Ⅷ
	以上





6　告知事項
 (
収入超過者
高額所得者
)(1) 再調査の結果、先に認定した収入を更正します。
ただし、　　　　　 として認定及び家賃の
 (
収入超過者
高額所得者
)額は先の決定と変わりません。
(2) あなたはこの通知により　　　　　　とし
て認定されましたが、収入超過者及び高額所
得者の認定基準額は、次のとおりです。
①　収入超過者に該当する場合
入居してから3年を経過し、かつ、認定
された収入が　　　　円を超えているため、北見市公営住宅条例第25条の規定により、あなたは市公営住宅を明け渡すよう努めてください。
②　高額所得者に該当する場合
入居してから5年を経過し、かつ、引き続き2年間高額所得者の収入基準を超えている(昨年度の基準額　　　　円　本年度の基準額　　　　円)ため、北見市公営住宅条例第23条の規定により住宅を明け渡さなければなりません。
(3) 失職、退職、同居親族の異動等により収入や控除する額に変動があった場合は、その事実があった日から30日以内に新たな収入の申告をすることができます。
 (
収入超過者
高額所得者
)再調査の結果、先に認定した収入を更正します。
ただし、　　　　　　としての認定及び家
賃の額は先の決定と変わりません。

年　　月　　日　
住所
氏名　　　　　　　　　　様

北見市長　　　　　　　　　　印　
